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山内過労死裁判を支援する会

頑向裁判所へ要請書を提出
11/20.160団 体、3.955名署名

名古屋昭和郵便局副課長であつた

山内治
一さんの死亡について、1992年

3月 17日、名古屋高裁は公務上と認め

た第
一審判決を取り消し、公務外との

判断を下しました。

違族は、これを不服 として1992年

4月 、最高裁へ上告しました。

支援する会 (郵産労愛知県協議会、

郵政連絡会、愛労連、愛知健康センター、

名古屋市職労中区役所支部、名古屋

過労死弁護団、過労死家族の会)は 、

追族の山内良浩氏 (中区役所勤務 。名

市職労組合員)を 支援し、 「公正判決

を求める署名」を取り組み全労連の支

援も得て、全国に訴えました。

11/20現 在、160団 体、3955名 の

署名が集約されました。

11/20「 全国過労死を考える家族の

会」の全国集会が、東京で開催されま

したのでこれに追族と 「支援する会」

代表の原田弘
一氏 (郵産労名古屋南部

支部 ・昭呑回郵使局勤務)が 参加し要請

行動のなかで最高裁へ提出してきまし

た。署名に協力していただきました全

国の皆さんありがとうございました。

(事務局)

全国過労死を考える家族の会

結成
一周年記念集会を開催

早朝宣伝、労働省 ・政党要請行動

11/20、 東京 ・飯圏橋のセントラル

プラザで、 「全国過労死を考える家族

の会」は結成
一周年を記念して集会を

開催しました。

「家族の会」は、この国東京で富士

銀行などの本社前で早朝宣伝や、労働

省交渉、各政党へ要請行動を行ないま

した。

労働省との交渉では、過労死の労災

補償への労働基準法改正を強く求めま

した。

労働省による過労死の認定は1992年

度で34件。前年度から1件増えただけ

です。

世論の批判にあい、来年度政府予算

案に予防対策が盛 り込まれる変化もあ

らわれています。

日本共産党には、20人の代表が衆議

院内で協力を要請しました。

金子満広副委員長 ・衆議院議員は、

家族の会の活動を評価し、世論を広げ

ていく重要性を指摘し激励しました。

過労死の認定基準について、 「現行

の認定基準はいかにして認定をしない

か、そこに基準があるようにさえなっ

ている。」と指摘しました。

(11/214寸 「赤旗」より抜枠)
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1992年 12月 15日

愛知働くもののいのちと健康を守るセンター

名古屋市中区平和二丁目2番 3号

高齢者労働会館5 F ttL F感  052-322-0408
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地方でのいのちと健康を守る

取り組みを育てる交流集会
11/14～15、愛知県犬山市で開催

過労死が大きな社会問題となるなか

で 「地方でのいのちと健康を守る取 り

組みを育てる交流集会」が愛知健康セ

ンターのよびかけで11/14～ 15、愛知

県大山市で開催されました。

同集会では、山田信也氏 (名古屋大

学医学部教授 ・愛知健康センター代表

理事)が 講演。長年にわたる体験に

たって、専門家との協力、企業社会ヘ

の国民的いきどおりの高まりと政府の

対応などの変化をf旨摘 し、 「大きな

視野をもって幅の広い共同の運動を

すすめよう」とよびかけ、地方にセン

タとをつくる意義を強調しました。

各地から参加の北海道、埼玉、静岡

、大阪、山回、 (北九州、大分は文書

報告)愛 知などからそれぞれ労災認定

と職場改善の運動、相談活動、患者会

や、過労死家族の会の支援、労働省基

準局、企業に向けた運動、安全衛生講

座、健康大学、安全衛生大学の取 り組

み、活動家の育成など多彩な報告がさ

れました。

「この活動が労働組合運動の本流に

なるよう位置付けを高めたい」 「北九

州の集会の成功 (1300名参加 。「人間

らしく働くために 。イン ・北九州」)

は、すばらしい。もっと輸を広げなけ

れば」と新たな意欲を話されていまし

た。

翌日は、上畑鉄之丞氏 (国立公衆衛

生院疫学部成人室長)か ら、 「職場ス

トレスと健康調査」の報告。   ノ

ノ 「ストレス疾患労災研究会」報告

麟ストレスは麟の細
11/17、 ストレスと健康調査発表

労働者 3万 人を対象にした日本で

最大規模のス トレス調査の報告会が

11/17、 東京の国労会館で開催され、

職場ストレスと健康破壊との密接な関

係が明らかにされました。

調査では、高血匠、橋尿病、胃 ・

十二脂腸潰瘍、精神疾患について、

追跡期間中に新たに発症したケースを

拾い、それ以外の人と比較、ストレス

との関係を洗い出しています。

それによると、新たに発症した人

(男性30～59才)の 割合は1000人当た

りで高血圧 6.6人 、糖尿病7,1人 、胃

・十二脂腸潰蕩46.7人 、精神疾患20,9

人でした。

職種でみると、高lmFは 建設労働者

ゃタクシー運転手、糖尿病は電車運転

士 ・車掌やタクシー運転手、胃 。十二

脂腸潰場は警備職やタクシー運転手、

精神疾患は教員らに目立ちました。

いづれも、生活習慣だけでなく、

職場ス トレスの大 きさと関係 し、

「仕事のミスが許されない、責任範囲

が大きすぎるなどストレスが多い」

(糖尿病)、 「仕事の負担感が多い」

(精神疾患)、 「深夜勤務が多い」

(胃 ・十二脂腸潰場、精神疾患)な ど

の傾向が認められました。

`11/20.11/22「 赤旗」より抜粋)



大同特殊鋼過労死審査請求

弁護団が審査官に公正審査を要請
12/2、隻知労働基準局にて

12/2、愛知労働基準局で遺族の代理

人である渥美雅康、荻原典子、水野

幹男の各弁護士 と、大同特殊鋼在職

死亡なくす会代表、愛知健康センター

代表が参加し、担当の松永、山口両審

査官に面接し故 ・松永安払氏と故 。S

氏の過労死審査請求の公正審査を要請

しました。

要請内容は、

① 半 田、名古屋南両監督署におけ

る、不支給理由の説明の不誠意な

対応と具体的説明の欠如に抗議し

た。 (これに対しては、立場が違

うので監察官に言つてほしいと返

答。)

② 故 ・松永氏の死亡時の現場の温

度担1定調査については、説明もあ

いまいでありまた、会社側の報告

を十言用している。正確に同時期 ・

同時刻に調査すべきだ。

③ 労 働の過重性については、死亡

前の4組 3交 替制から、3組 2交

替制に変更されたことにより、残

業が毎月30時間 (3交 代制時は月

20時間)、 死亡する直前まで12ヶ

月つづいていたことで十分立証で

きる。監督署は、これを無視して

いることは納得できない。審査で

は重視すべきだ。

(事務局)

上腕旨外類炎総称・テニス肘病)
10/15、全国で初の労災認定

Y運 輸の下請S社 に トラック運転手

として従事していた六倉さんは、日常

的な過積載労働のなかで、右肘をいた

め手術しました。
・
91年10月 7日付で豊田労働基準監督

署に、労働災者として労災申請をしま

した。

六倉さんは、毎日の運行記録として

積戦 トン数、走行記録、運転時間、手

づみ回数、天気などを詳細に記録して

個人で保管していました。

そして、名古屋大学医学穀 ! 野ヽ雄
一

郎先生の助言や意見を受け、また名南

病院のアドバイスなど貴重な資料の提

出していただきました。

それに反して、会社側は、非協力的

で休業中の社会保険給付もなく、六倉

さんは生活保護を受けて今日まで頑張

ってきました。

10/25、 支部大会での御礼の挨拶の

なかで 「この間、支部の組織的援助や

個人的な物資援助、精神的な激励をう

け心から感謝しています。

99%あ きらめていましたがとうとう

認定されました。これは、労働組合が
一
人の要求や、悩みも解決しようとい

う素晴らしい姿勢によるものと思いま

す。 今 後は、一日も早く、病気回復

と職場復帰をめざして頑張ります。」

と話されました。

(11/1イ寸 「うんゆ
一

般びさん地域

支部ニュース」より転載)
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甘驚京占貫更運

「第4回
人間協ャ走缶ぁ愛知集会」

いのちと健康を守る運動は、長時

間 。過密労働をなくし、労働時間短縮
・人間らしく生き働く要求実現をめざ

して大きく発展してまいりました。

運動の成果と前進に確信をもつため

に、愛知集会を成功させましょう。 1

日時 :'93年 1月 23日 (土)pm2～6

場所 :名古屋市民会館第 1会議室

内容 :基調報告

① 「職場の健康管理」 (名高教)

② 「労働時間短縮」 (名市職労)

③ 「看護婦確保」  (医 労逗)

④ 「大企業」 (ト コタOr銀産労)

⑤ 「業者の健康」  (愛 商運)

⑥討論と交流

参加費 無 料

傍聴参力日で激励しょう !

『名古屋過労死を考える家族の会』裁判日程

(「家族の会ニュース」11/25付 より)

'92.12/14(月
)

・
93.1/18(月 )

1/18(月 )
1/27(水 )
1/29(金 )
2/ 1(月 )
2/ 1(月 )
2/ 5(金 )

森下さん 。証人尋間

新井さん

植松さん

植松さん

渡辺 (光)さ ん

渡辺 (光)さ ん

鈴木 (俊)さ ん

安保さん 。証人尋問

(圏淵医師)

柏木さん 。証人尋問

(水野医師)

新井さん 。証人尋問

(上畑医師)

※  廷 はすべて1lF

岐阜地裁

名古屋地裁

名占屋地裁

名古屋地裁

名古屋地裁

名占屋地裁

名古屋地裁

名古屋地裁

名古屋地裁

名古屋地裁

1101号です。

2/17(水 )PM l:30

2/22(月 )PM l:00

AM10:30

PM l:10

PM l:10

AM10:00

PM 2:30

PM l:10

PM l:10

PM 3:00

～ 12:00

～4:00

～3:00

～4:00

「第2期 ↓ヽのちと保出'訪将辛」
大変好評をうけました 「健康大学」

の 「第2期 」を次の日程で開催いたし

ます。会員の皆さん !誘いあつて参加

をお願いします。

日程 :第 1回 2/23,第 2回 3/9

第 3回 3/23,第 4回 4/6

第 5回 4/20,第 6回 5/11

第 7回 5/25,第 8回 6/8

第 9回 6/22,第 10回 7/6

時間 :いづれも火曜日、午後6:30

場所 :高齢者労働会館2F会議室

定員 :50名

参加費:全 日程  (10.000円 )

選択 1回 (1.500円 )

申込みは愛知健康センター範L322-0406

※参加費は当日受付てお受けします。


